


 

町職員 

 ⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号から第６号までに規定する者その他反社会的団体及びこれらの構成員

並びにこれらの者から委託を受けた者 

  

４ 売払物件の用途指定条件に関する事項 

（１） 用途指定 

・売払物件の所有権が移転した日から５年間は、買受者の使用用途に基づき使

用するものとします。 

・以下の用途については使用しないことを条件とします。 

  ① 風俗営業等に規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途に使用してはならない。 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第６号ま

で規定する方、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利

用するなど公序良俗に反する用途に使用してはならない。 

  ③ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条に

規定する廃棄物を処理するための用途に使用してはならない。 

  ④ 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に基づく破壊的団体等がその

活動のために利用する等公序良俗に反する用途。 

  ⑤ その他売払物件の用途として適当でないと町長が特に指定する用途に使用し

てはならない。 

（２）売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の

条件を継承し町の承諾を受けなければならないものとします。 

 

５ 入札参加申込みに関する事項 

 （１）受付期間及び時間 

    令和８年４月１３日（月）から令和８年５月１５日（金）まで 

    （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで（正午より午後１時までの間は除く） 

 （２）受付場所 

    山都町役場 総務課 監理係（庁舎２階） 

    【住所】熊本県上益城郡山都町浜町６番地 

 （３）提出書類 

  ① 町有地売払一般競争入札参加申込書 

  ② 誓約書 



 

  ③ 添付書類（発行後３ヶ月以内のもの） 

    個人の場合 住民票、納税証明書（直近１年） 

    法人の場合 資格証明書（法人登記簿抄本、代表者事項証明書等） 

          納税証明書（直近１年） 

  ※共有名義で入札参加する場合は、共有者全員の住民票及び納税証明書が必要 

 （４）参考資料（山都町町有地売払一般競争入札説明書）の閲覧・配布期間及び時

間 

    令和８年４月１３日（月）から令和８年５月１５日（金）まで 

   （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで（正午より午後１時までの間は除く） 

 （５）参考資料（山都町町有地売払一般競争入札説明書）の配布場所 

    山都町役場 総務課 監理係（庁舎２階） 

 

６ 入札保証金に関する事項 

（１）入札保証金 

  ① 入札に参加しようとする者は、町が指定する額を入札保証金として、入札の

前日までに納入しなければならない。ただし、契約を締結しないこととなるお

それがないと町長が認めるときは、入札保証金の納付を免除します。（免除の場

合は別途通知します） 

  ② 入札保証金の納付先は、町が指定する金融機関に振込むものとします。 

  ③ 入札保証金は、落札者以外の者には入札終了後速やかに返却するものとしま

すが、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金又は売買代金に充当するも

のとします。（入札保証金には利息を付しません） 

  ④ 入札保証金免除の落札者が、契約を締結されない場合は、入札保証金に相当

する違約金を申し受けます。 

  ⑤ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないとき又は落札後に入札に参加する

者に必要な資格に関する事項に該当する者であることが判明し、その入札が無

効となった場合は、入札保証金は違約金として町に帰属し返却しないものとし

ます。 

（２）入札参加許可証、入札保証金納付書等の送付 

  申込書受領後、書類審査の上「町有地一般競争入札参加許可証」と共に、入札保

証金が必要な場合は「入札参加保証金納付書」並びに「入札保証金返還請求書」を

送付します。なお、入札保証金を免除する場合は、その旨を通知します。 

 

７ 入札方法等 

（１）入札の方法 



 

  「入札書」に住所、氏名（法人の場合は所在地、法人名、代表者氏名）及び入札

金額を記載し、押印の上、そのまま入札箱に投函するものとします。 

  ※入札当日、代理人が参加する場合は、「委任状」を提出するものとします。 

  ※入札参加者が１名の場合であっても入札は有効とします。 

（２）入札の日時及び場所 

   日時 令和８年５月２９日（金）午後２時００分から 

   場所 山都町役場 本庁舎 ２階 ２－２会議室 

   ※入札会場は、都合により変更する場合があります。 

   ※入札会場への入室につきましては、席の都合により原則２名までとするもの

とします。 

（３）入札の辞退 

  ① 一般競争入札参加申込書を提出後に入札を辞退する場合は、必ず入札日の前

日までに入札辞退の連絡を行うものとします。 

  ② 入札書提出後の入札書又は入札保証金は、いかなる理由があっても引き替え

もしくは訂正又は取消しはできないものとします。 

  ③ 入札開始時刻までに入札会場に入室していない場合は入札を辞退したものと

して取扱うものとします。 

（４）開札 

   開札は入札締め切り後直ちに行うものとします。 

（５）入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

  ① 入札に参加する資格がない者がした入札又はその権限を証する書面を提出せ

ずに代理人がした入札 

  ② 指定の時刻までに入札書を提出しなかった入札 

  ③ 所定の入札書によらない入札 

  ④ 入札者又はその代理人の記名押印がない入札書による入札 

  ⑤ 委任状に押印した代理人印と異なる印鑑を押印した入札書により代理人がし

た入札 

  ⑥ 入札金額、入札者又はその代理人の氏名若しくはその他主要部分が識別し難

い入札書による入札 

  ⑦ 入札金額を訂正した入札書による入札 

  ⑧ 入札者又はその代理人が１人で２枚以上の入札をした場合のその全部の入札 

  ⑨ 入札に関し、不正の利益を得るために連合その他の不正な行為をした者の入

札 

  ⑩ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札 

  ⑪ その他山都町町有地売払一般競争入札説明書に違反して行われた入札 



 

（５）落札者の決定 

  落札者は、次の方法により決定するものとします。 

  ① 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、町が定めた予定

価格以上で、かつ最高の価格をもって入札したものを落札者とします。 

  ② 上記に該当するものが２人以上あるときは、入札直後直ちに行うくじ引きに

より決定します。 

 

８ 契約書の締結及び売買代金の支払いに関する事項 

（１）契約の締結 

   落札者との売買契約は、町長が指定する日まで（おおむね７日以内）に別に定

める町有財産売買契約書により締結するものとします。ただし、山都町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年山都町条例

第７７号）第３条に該当する場合は、仮契約の締結とします。なお、落札者が一

般競争入札において落札した売払物件（以下「落札物件」という。）について、上

記４に規定する用途指定条件に違反し、又は公序良俗に反する用途に供するおそ

れがあるときには、町は契約を締結しないことができるものとします。 

（２）契約代金の支払い 

   売買契約を締結した落札者（以下「契約者」という。）は、売買契約締結日に契

約金額を町に納入しなければならないものとします。 

２ 契約者は、前項の規定にかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の契約保証

金を売買契約時に町に納入し、売買契約締結日の翌日から起算して２０日以内に

契約金額から保証金を除いた額を町に納入しなければならないものとします。 

 

９．所有権の移転、物件の引渡しに関する事項 

  売買代金が完納された後、所有権は落札者に移転し、所有権の移転と同時に、現

状有姿のまま売払物件の引渡しをします。なお、落札者は物件の所有権移転後、直

ちに所有権移転登記を行うものとし、売払物件所有権の移転登記時に課税される登

録免許税又は所有権移転後の公租公課等は、落札者の負担とします。 

  また、所有権移転後における地目変更等の登記は、町は一切行わないものとし、

必要に応じて落札者にて行うものとします。 

 

 

１０．契約不適合責任 

売払物件に、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見し

ても、町は落札者に対し代金減額請求、解除、追完請求、損害賠償等の一切の責任



 

を負いません。 

 

１１．その他の留意事項 

（１）物件は現状有姿での売払い、引渡しとなりますので、入札参加者は必ず事前に

現地を確認するとともに、山都町町有地売払一般競争入札説明書を承知の上参加

するものとします。 

（２）情報公開請求により、入札に参加された方全員の氏名（法人の場合はその名称）

を公表する場合もあります。 

（３）本公告及び山都町町有地売払一般競争入札説明書の内容に定めのない事項は、

地方自治法、同施行令、本町財務規則、その他関連諸法令に定めるところによっ

て処理するものとします。 

 

１２．問い合わせ先 

   山都町役場 総務課 監理係 ＴＥＬ（０９６７）７２－１１１１（代表） 


